
令和７年度（２０２５年度）実施 

市
姫路市広報推進員採用試験案内 

（会計年度任用職員） 

 

 

■試 験 日  令和８年２月１８日（水） 

■試験会場  姫路市役所総合福祉会館５階 

■受付期間   

令和８年１月５日（月） 

～令和８年１月３０日（金） 

               （持参の場合、土曜日・日曜日・祝日は除く。） 

 

■受験申込先   

姫路市役所 広報課 

     姫路市安田四丁目１番地（〒６７０－８５０１） 

        電話番号 ０７９－２２１－２１２５ 



職務内容・採用予定人数               

■ 職務内容 

市主催のイベントの司会、テレビ・ラジオ出演、SNS を用いた市政情報の発信等のＰＲ活動。 

■ 採用予定人数 

   １名 

■ 勤務場所 

   広報課（姫路市役所本庁舎３階） 

受験資格                      

 次の(1)と(2)の要件をいずれも満たす人 

(1) イベント司会などに従事した経験のある人又は同等の技能を有する人 

(2) 普通自動車運転免許を保有する人 

■ 地方公務員法第１６条（欠格事項）に該当する人は、受験できません。 

※欠格事項（抜粋） 

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくな

るまでの者 

(2) 姫路市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

(3) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊

することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

受験手続                      

■ 必要書類 

 

 

 

 

 

注意１ 上記必要書類に所定事項を記入し、これらを姫路市役所広報課へ持参するか郵送してくださ

い。記載事項に不正があると、合格しても採用される資格を失います。 

なお、受験に際しての提出書類は、返却いたしません。 

注意２ 写真（縦 ４cm×横 ３cm、上半身無帽、正面、申込前３月以内に撮影したもの）を上記の受

験申込書及び受験票に貼って提出してください。 

なお、写真は同じものを使用してください。 

■ 受験申込 

申込期間 
令和８年１月５日（月）から令和８年１月３０日（金）まで 

ただし、持参の場合は、土曜・日曜・祝日は除く。 

 申込時間 
午前８時３５分から午後５時２０分まで 

郵送の場合は令和８年１月３０日（金）当日消印有効 

申込場所 
姫路市役所広報課（本庁舎３階） 電話０７９―２２１―２１２５ 

〒６７０－８５０１ 姫路市安田四丁目１番地 

受験申込書 

本市所定のもの 

本人の自筆により記入し、写真を貼ること。 

エントリーシート 本人の自筆により記入すること。 

受験票 写真を貼ること。 



試験                       

■ 日時 

令和８年２月１８日（水）午前９時(午前８時５０分開場)（時間厳守。原則として遅刻は認めません。） 

■ 試験会場 (裏面の地図参照) 

   姫路市総合福祉会館５階（姫路市安田三丁目１番地） 

■ 試験当日持参するもの 

受験票（持参しない人は、受験できないことがあります。） 

※ 申込者が多数の場合、午後に試験の一部を実施する場合があります。 

   詳細は申込者に別途お知らせします。 

■ 試験内容 

①実技(司会)、②個別面接、③筆記(動画シナリオの企画)、④適性検査 

■ 試験の結果 

３月上旬に受験者全員に通知します。また、補欠合格を決定する場合があります。補欠合格者は、

合格者の辞退等により採用予定人員に欠員が生じた場合に限り、成績順に繰上げ合格を決定します。 

なお、採用は、令和８年４月１日付けになる予定です。 

 

勤務条件等                    

■ 身分 

   地方公務員法第２２条の２第１項第１号に規定するパートタイムの会計年度任用職員として任用さ

れます。 

■ 勤務時間 

   １週間当たり３０時間勤務（概ね１日７.５時間勤務の１週４日勤務となります。） 

■ 報酬等 

基本報酬月額１８０,５３５円程度（令和７年度実績） 

基本報酬のほか、期末・勤勉手当及び通勤手当に相当する費用が支給されます。 

■ 年次有給休暇 

任用の初日に１０日が付与されます。 

■ 任用期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

なお、採用後１月間は、条件付採用期間となります。採用後１月間の勤務日数が 15 日を満たさな

い場合は条件付採用期間が延長されることがあります。 

令和９年度以降についても、業務上の必要があり、能力実証の結果が良好であれば、連続４回まで、

公募によらず会計年度任用職員として再度の任用をされる場合があります｡ 

■ 社会保険等 

兵庫県市町村職員共済組合、厚生年金保険及び雇用保険に加入します。  



試験会場                        

 

※ 試験会場への交通機関 

＊神姫バス 

ＪＲ姫路駅（南口）から乗車し、 

「姫路市役所前」下車すぐ 

＊山陽電車「手柄駅」下車、東へ徒歩約１０分 

総合福祉 

会館 

試験会場 


